
京都市交通局管理規程第１９号 

 京都市交通局職員の表彰に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２５年３月２９日 

                           京都市公営企業管理者   

                           交通局長  西村 隆   

   京都市交通局職員の表彰に関する規程の一部を改正する規程 

京都市交通局職員の表彰に関する規程の一部を次のように改正する。 

 第３条第５号中「優秀職員モニター」を「お客様サービス向上モニター」に改め，同条

第６号を削り，同条中第７号を第６号とする。 

 第７条第２号を削り，同条中第３号を第２号とし，第４号から第７号までを１号ずつ繰

り上げる。 

   附 則 

この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

（交通局企画総務部職員課） 


